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特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
七
十
七
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
並
び
に
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
同
条
第
二
項
中
「
東
京
都

生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
内
」
を
「
東
京
都
生
活
文
化
局
内
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
太
田
記
念
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
七
十
八
号

東
京
都
太
田
記
念
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
太
田
記
念
館
管
理
規
則
（
平
成
二
年
東
京
都
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
条
及
び
第
十
六
条
中
「
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
長
」
を
「
生
活
文
化
局
長
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
七
十
九
号

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
東
京
都
規
則
第
九
十
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
号
中
「
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
長
」
を
「
生
活
文
化
局
長
」
に
、
「
生
活
文
化
ス
ポ
ー

ツ
局
生
活
安
全
担
当
局
長
」
を
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
長
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部
長
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
四
中
「
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
生
活
安
全
担
当
局
長
」
を
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部

長
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
六
中
「
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
都
民
安
全
推
進
部
都
民
安
全
課
」
を
「
都
民
安
全
総
合
対

策
本
部
総
合
推
進
部
都
民
安
全
課
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
三
項
中
「
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
生
活
安
全
担
当
局
長
」
を
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部

長
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
」
を
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
生
活
安
全
担
当
局
長
」
を
「
都
民
安
全
総
合

対
策
本
部
長
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
都
民
安
全
推
進
部
長
」
を
「
都
民

安
全
総
合
対
策
本
部
総
合
推
進
部
長
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
都
民
安
全
推
進
部
都
民
安
全
課
長
」
を
「
都
民
安
全
総
合
対

策
本
部
総
合
推
進
部
都
民
安
全
課
長
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
中
「
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
生
活
安
全
担
当
局
長
」
を
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
長
」

に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
都
民
安
全
推
進
部
都
民
安
全
課
」
を
「
都
民
安
全
総
合
対
策

本
部
総
合
推
進
部
都
民
安
全
課
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
中
「
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
都
民
安
全
推
進
部
若
年
支
援
課
」
を
「
都
民
安
全
総
合
対

策
本
部
総
合
推
進
部
若
年
支
援
事
業
課
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
育
英
資
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
八
十
号

東
京
都
育
英
資
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
育
英
資
金
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
東
京
都
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
後
段
を
削
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

私
立
学
校
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
八
十
一
号

私
立
学
校
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

私
立
学
校
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
規
則
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
二
条
中
「
東
京
都
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
私
学
部
」
を
「
東
京
都
生
活
文
化
局
私
学
部
」
に
改

め
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
い
じ
め
問
題
調
査
委
員
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子
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◉
東
京
都
規
則
第
八
十
二
号

東
京
都
い
じ
め
問
題
調
査
委
員
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
い
じ
め
問
題
調
査
委
員
会
規
則
（
平
成
二
十
六
年
東
京
都
規
則
第
百
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
中
「
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
」
を
「
生
活
文
化
局
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加

え
る
。た

だ
し
、
い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
三
十
条
第
二
項
に

規
定
す
る
調
査
に
係
る
委
員
会
の
庶
務
は
、
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
に
お
い
て
処
理
す
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
八
十
三
号

東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
条
例
施
行
規
則
（
平
成
五
年
東
京
都
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
中
「
東
京
都
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
長
」
を
「
東
京
都
生
活
文
化
局
長
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
１

号
様

式
(
第

３
条

関
係

)

東
京

都
江

戸
東

京
博

物
館

施
設

及
び

附
帯

設
備

使
用

申
請

書

(
有

料
の

場
合

)

 
電

源
設

備
　

（
　

　
ｋ

ｗ
）

上
記

の
と

お
り

使
用

し
た

い
の

で
、

使
用

計
画

書
を

添
え

て
申

請
し

ま
す

。

年
 
　

月
　

　
日

殿

申
請

者

郵
便

番
号

〒
　

　
-

住
所

団
体

名

氏
名

又
は

代
表

者
名

連
絡

先
電

話
番

号

（
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）

附
帯

設
備

使
用

施
設

及
び

附
帯

設
備

使
用

日
使

用
時

間

施
設

入
場

料
の

有
無

入
場

料
金

　
　

　
　

１
人

　
　

　
　

 
 
 
 
 
 
 
円

　
　

使
用

の
目

的

事
業

の
名

称
参

加
予

定
者

数
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附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
美
術
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
八
十
四
号

東
京
都
美
術
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
美
術
館
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
東
京
都
規
則
第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
二
条
中
「
東
京
都
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
長
」
を
「
東
京
都
生
活
文
化
局
長
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
現
代
美
術
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
八
十
五
号

東
京
都
現
代
美
術
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
現
代
美
術
館
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
東
京
都
規
則
第
百
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
中
「
東
京
都
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
長
」
を
「
東
京
都
生
活
文
化
局
長
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
写
真
美
術
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

第
２

号
様

式
(
第

４
条

関
係

)

東
京

都
江

戸
東

京
博

物
館

施
設

及
び

附
帯

設
備

使
用

承
認

書

(
有

料
の

場
合

)

 
電

源
設

備
　

（
　

　
ｋ

ｗ
）

　
住

所

　
氏

名
又

は
団

体
名

　
使

用
条

件
そ

の
他

　
東

京
都

江
戸

東
京

博
物

館
条

例
　

第
５

条
第

１
項

及
び

第
１

５
条

第
２

項
第

１
号

　
の

規
定

に
よ

り

上
記

の
と

お
り

承
認

し
ま

す
。

 
　

　
年

　
　

月
　

　
日

（
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）

〒
　

　
-

使
用

承
認

番
号

附
帯

設
備

使
用

施
設

及
び

附
帯

設
備

使
用

日
使

用
時

間

施
設

入
場

料
の

有
無

入
場

料
金

　
　

　
　

１
人

　
　

　
　

　
　

　
 
円

　
　

使
用

の
目

的

事
業

の
名

称
参

加
予

定
者

数
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◉
東
京
都
規
則
第
八
十
六
号

東
京
都
写
真
美
術
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
写
真
美
術
館
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
年
東
京
都
規
則
第
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
中
「
東
京
都
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
長
」
を
「
東
京
都
生
活
文
化
局
長
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
庭
園
美
術
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
八
十
七
号

東
京
都
庭
園
美
術
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
庭
園
美
術
館
条
例
施
行
規
則
（
令
和
二
年
東
京
都
規
則
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
中
「
東
京
都
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
長
」
を
「
東
京
都
生
活
文
化
局
長
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
文
化
会
館
及
び
東
京
芸
術
劇
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
八
十
八
号

東
京
文
化
会
館
及
び
東
京
芸
術
劇
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
文
化
会
館
及
び
東
京
芸
術
劇
場
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
東
京
都
規
則
第
百
十
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
中
「
東
京
都
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
長
」
を
「
東
京
都
生
活
文
化
局
長
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
八
十
九
号

東
京
都
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
東
京
都
規
則
第
百
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
中
「
東
京
都
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
長
」
を
「
東
京
都
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部
長
」
に
、

「
「
局
長
」
を
「
「
本
部
長
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
二
項
、
第
三
条
、
第
七
条
、
第
八
条
、
第
十
一
条
及
び
別
表
第
一
備
考
三
中
「
局
長
」
を

「
本
部
長
」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「東

京
都
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
長

」
を
「東

京
都
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部
長

」

に
改
め
る
。

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
条
例

施
行
規
則
別
記
第
四
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な

お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
ス
ポ
ー
ツ
施
設
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
十
号

東
京
都
ス
ポ
ー
ツ
施
設
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
ス
ポ
ー
ツ
施
設
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
東
京
都
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
十
五
条
中
「
東
京
都
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
長
」
を
「
東
京
都
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部
長
」
に
改
め

る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
ウ
ィ
メ
ン
ズ
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
十
一
号

東
京
ウ
ィ
メ
ン
ズ
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
ウ
ィ
メ
ン
ズ
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
東
京
都
規
則
第
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
中
「
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
長
」
を
「
生
活
文
化
局
長
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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